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つ
た
め
に
歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

○
対
象
者
　

　
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
、
左
記

の
生
年
月
日
の
方

①
昭
和
20
年
４
月
１
日
～
昭
和
21
年

３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

②
昭
和
15
年
４
月
１
日
～
昭
和
16
年

３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

③
昭
和
10
年
４
月
１
日
～
昭
和
11
年

３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

※
対
象
と
な
る
方
へ
「
歯
科
健
康
診

査
の
ご
案
内
」「
受
診
証
」「
実
施

歯
科
医
療
機
関
一
覧
」
「
健
康
手

帳
」
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

○
実
施
回
数

　
１
年
度
に
つ
き
１
回

○
実
施
期
間

　
９
月
１
日
㈬
～
12
月
31
日
㈮ 

 

※
た
だ
し
、
歯
科
医
療
機
関
の
休
診

日
は
除
き
ま
す
。

○
受
診
場
所

　
同
封
す
る
「
実
施
医
療
機
関
一
覧
」

に
記
載
の
あ
る
歯
科
医
療
機
関

○
健
康
診
査
内
容

①
問
診

②
歯
の
状
態

③
咬
合
状
態

④
口
腔
衛
生
の
状
態

⑤
口
腔
乾
燥
の
状
態

⑥
歯
周
組
織
・
粘
膜
の
状
況

⑦
口
腔
機
能
評
価

⑧
呼
吸
の
異
常

⑨
指
輪
っ
か
テ
ス
ト

れ
ば
、
自
宅
訪
問
も
可
能
で
す
。

○
日
時
　
８
月
６
日
㈮

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
、
福
祉
、
教
育
、

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
相
談
日
程
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎
（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
高
齢
者
の
口
腔
機
能
の
低
下
や
肺

炎
等
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、
無

料
の
歯
科
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

　
生
涯
に
わ
た
り
お
口
の
健
康
を
保

⑩
反
復
唾
液
嚥
下
テ
ス
ト

⑪
事
後
指
導
（
セ
ル
フ
ケ
ア
の
歯
ブ

ラ
シ
指
導
）
等

※
健
康
診
査
受
診
料
は
無
料
で
す
が
、

　
治
療
を
行
う
場
合
は
別
途
料
金
が

か
か
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

事
業
課

　
☎
０
２
９
（
３
０
９
）
１
２
１
２

　
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
「
い
じ
め
」
や
児
童
虐
待
な

ど
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権

問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
人
権
相

談
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間
を
実
施
し
、

悩
み
を
持
っ
た
お
子
様
や
保
護
者
の

方
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
期
間
　

　
８
月
27
日
㈮
～
９
月
２
日
㈭

○
時
間

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

※
土
・
日
は
午
前
10
時
～
午
後
5
時

○
電
話
番
号
　

　
０
１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０

  
（
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

○
実
施
機
関
　
水
戸
地
方
法
務
局
・

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

○
相
談
員
　

　
法
務
局
職
員
・
人
権
擁
護
委
員

○
備
考

　
前
記
期
間
以
外
に
も
、
平
日
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

ま
で
、
同
じ
電
話
番
号
で
相
談
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
個
人
で
事
業
を
行
わ
れ
て
い
る
方

は
、
一
定
の
所
得
を
超
え
た
場
合
に
、

個
人
事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
個
人
事
業
税
の
第
１
期
分
の
納
税

通
知
書
を
８
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
８
月
31
日
㈫
の
納
期
限
ま
で

に
必
ず
納
付
願
い
ま
す
。
納
税
に
便

利
な
口
座
振
替
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
、
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務

所
境
支
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
（
課
税
の
詳
細
）

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
☎
０
２
８
０
（87）
１
１
２
０

○
お
問
い
合
わ
せ
（
口
座
振
替
）

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
総
務
課

管
理
担
当

　
☎
０
２
９
６
（24）
９
１
８
４

掲

示

板

後
期
高
齢
者
の
歯
科
健
診

相

談

障
害
者
相
談

生
活
相
談

消
費
生
活
相
談

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」強
化
週
間

個
人
事
業
税
第
１
期
分
の

納
付
に
つ
い
て

　
相
談
員
が
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の

消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決
に
向

け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
専
門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
８
月
18
日
㈬

　
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

 

（
正
午
～
午
後
1
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
障
害
者（
児
）や
そ
の
家
族
な
ど
か

ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ
の
方
に
合
わ

せ
た
情
報
の
提
供
・
助
言
を
行
っ
て

い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
、
専
門
の
相
談
員

が
配
置
さ
れ
、
身
体
的
・
知
的
・
精

神
的
な
ど
の
障
害
に
つ
い
て
、
障
害
者

（
児
）が
か
か
え
る
様
々
な
悩
み
・
問

題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
等
で
予
約
い
た
だ
け


